
令和８年４月以降の給付対象となる世帯及び給付額確認フロー図

※1 「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」（平成3年法律第71号）に定める特別永住者を指します。

【早期給付支給額】
区  分 全日制・定時制

13,150円 生活保護（生業扶助）受給世帯

 非課税世帯

 所得割合算額が105,500円未満の世帯

 所得割合算額が105,500円以上182,500円未満の世帯

38,000円

12,667円

9,500円

はい
現在、在学する高等学校等に
令和８年４月１日以降に入学
しましたか。

日本国籍を有していますか。 はい

いいえ

該当する在留資
格等の区分はど
れですか。

・特別永住者※1
・永住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等

・定住者

・家族滞在

・上記以外
（留学除く）

日本に永住する意
思がありますか。

下記の①・②のいずれも該当しますか。
①日本の小学校及び中学校を卒業した。
②日本に就労して定着する意思がある。

はい

いいえ

○所得要件【新制度】
該当する世帯の区分はどれですか。
A 生活保護受給世帯
B 住民税非課税世帯
C 所得割105,500円未満世帯
D 所得割105,500円以上182,500円未満世帯

はい

いいえ

【A】私立：52,600円

【B】私立：152,000円

【C】私立：50,670円

【D】私立：38,000円

○所得要件【旧制度】
該当する世帯の区分はどれですか。
A 生活保護受給世帯
B 住民税非課税世帯

【A】私立：52,600円

【B】私立：152,000円

・留学 【制度対象外】

日本国籍を有していますか。 はい

いいえ

該当する在留資
格等の区分はど
れですか。

・特別永住者※1
・永住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等

・定住者

・家族滞在

・上記以外
（留学等）

日本に永住する意
思がありますか。

下記の①・②のいずれも該当しますか。
①日本の小学校及び中学校を卒業した。
②日本に就労して定着する意思がある。

はい

いいえ

○所得要件【新制度】
該当する世帯の区分はどれですか。
A 生活保護受給世帯
B 住民税非課税世帯
C 所得割105,500円未満世帯
D 所得割105,500円以上182,500円未満世帯

はい

いいえ

【A】私立：52,600円

【B】私立：152,000円

【C】私立：50,670円

【D】私立：38,000円

○所得要件【旧制度】
該当する世帯の区分はどれですか。
A 生活保護受給世帯
B 住民税非課税世帯

【A】私立：52,600円

【B】私立：152,000円

【給付額（年額】

全日制

いいえ

【在校生】

【新入生】


